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「知的財産推進計画２０１３」骨子に盛り込むべき事項（素案） 

～競争力強化・国際標準化関連部分～ 

 

※ これまでの議論や各方面からの意見を踏まえ、事務局で討議用として整理。目標や

施策例は、討議のための具体的なイメージとして掲載。「知的財産推進計画２０１３」

骨子に盛り込むべき事項として、「知的財産推進計画２０１２」に新たに追加又は深

掘りすべきと考えられるものを取り上げている。 

 

【情勢認識】 

世界経済を取り巻く環境はダイナミックに変化している。経済力に関

する世界の勢力図が大きく変わり、中国、インド、アセアン等を中心と

した新興国が成長センターとして躍進を遂げ、世界経済の成長を牽引し

ている。また、経済連携協定（ＥＰＡ）、自由貿易協定（ＦＴＡ）といっ

た政府間の経済的連携関係の強化等を通じて国境という経済的障壁が低

減したことや、高速インターネット網が世界中に張り巡らされたことに

よって、世界がシームレスにつながり、情報、人、物、資金が国境を越

えて自由に往来するグローバル経済時代が幕を明けている。 

グローバル経済の到来に伴って、イノベーションのパラダイムも大き

く変化している。世界中の「知」がネットワークを介して繋がり、誰も

がその「知」に容易にアクセスできる環境が生まれたことにより、かつ

ては一部の地域・機関に集中していた有用な「知」が、今や世界中に散

在するようになっている。無限の可能性を秘めたイノベーションの種が

世界中に無数に存在する時代が到来しているのである。こうした状況は、

世界に散らばる有用な「知」を戦略的に取り込み、或いは組み合わせる

ことによって革新的な製品・サービスを生み出すという、「オープン」で

「グローバル」なイノベーションを前提とした産業モデルやビジネスモ

デルを構築する必要性が極めて大きくなっていることを物語っている。 

これまで我が国は研究開発から製品化までを自前で行う垂直統合型の

モデルを得意として、高い国際競争力を保持してきたが、こうしたイノ

ベーションのパラダイムの変化に的確に対応することができなければ、

世界の競争から振り落とされる恐れがある。今後、我が国が産業競争力

を強化し、グローバル市場を舞台とした激しい競争を勝ち抜くためには、

過去の成功体験に縛られず、世界中のイノベーションの種を最大限に活

用することを念頭に置いた「オープン」で「グローバル」なイノベーショ

ン戦略を組み込んでいくことが必要不可欠である。 

このように、より「オープン」で「グローバル」なイノベーション戦

略が求められるなか、知的財産戦略の果たす役割はますます重要となっ
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ている。なぜなら、知的財産戦略の真髄は、新たなアイディア等の「知」

の創造を促すことだけでなく、それら「知」の移転や共有をコントロー

ルすることにあるからである。これは、例えば特許権が、技術に関する

所有権を規定して、特許技術を独占するか、それともライセンス等を通

じてオープンにするかをコントロールする機能を有していることからも

明らかであろう。特許をはじめ、意匠、商標、ノウハウ、標準化等の全

ての知財ツールを駆使して、オープン化すべき領域とクローズにすべき

領域をしっかりとデザインし、オープン化する領域については外部の

「知」を最大限に活用するという知的財産戦略を実践することこそが、

グローバル経済及びオープンイノベーションという文脈の下で、我が国

が産業競争力を強化していくために決定的に重要な要素となるのである。 

   こうした認識の下、「産業競争力強化のためのグローバル知財システム

の構築」という観点、及び「中小・ベンチャー企業の知財マネジメント

強化支援」という観点を柱とした関連施策を策定し、官民が一体となっ

て実施することで、我が国の産業競争力を知的財産戦略によって強化し

ていくことを目指す。 

 

（産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築） 

グローバル経済時代の到来は、グローバル市場から莫大な果実を得る

機会が生じていることを意味すると同時に、国際的な競争が一層激化す

ることも意味している。 

天然資源に乏しく、また、少子高齢化や人口減少という深刻な問題に

直面している我が国が、将来にわたって持続的な経済成長を実現してい

くためには、革新的なイノベーションを継続的に創出することによって

国際的な産業競争力を強化し、グローバル市場での事業を通じて高い収

益を得るという構造を築くことによって、アジアを中心とする世界経済

の成長・発展を自らの成長に取り込んでいくことが必要不可欠となって

いる。 

他方、新興国の成長を取り込む上で、新興国市場のビジネス環境改善

の必要性が高まっている。知的財産という切り口で見ると、各国の知的

財産制度の成熟度は国毎に大きく異なっており、特に新興国における知

的財産制度については、整備が不十分であるとの指摘も多くなされてい

る。そうした状況は、日本企業のグローバル市場での円滑な事業展開を

妨げ、競争力を大幅に削ぐおそれがある。したがって、我が国が知的財

産政策を推進していくにあたっては、以下のような視点から検討を行っ

ていくことが必要である。 

第一に、我が国企業の海外での事業展開・事業活動を支援するため、

国際的な知財システムの調和を推進し、よりフラットでシームレスなグ
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ローバル知財システムを構築するという視点である。具体的には、我が

国特許庁の審査官を各国知財庁に派遣するとともに、我が国で迅速かつ

質の高い特許審査を行い、その審査結果を海外へ早期発信することで、

我が国の知財システムのグローバル展開を推進して日本企業が海外にお

いて知財を効果的に活用できるような環境整備等を進める。それにより、

日本企業が海外においても日本と同様のホームゲーム感覚で知財戦略を

実践できるようなグローバル知財システムを構築し、日本企業の海外で

の事業展開を支援するという視点からの検討を行うことが必要となる。 

次に、我が国の知財システム自体を、海外の企業もこぞって利用した

いと考えるような国際的求心力を備えるとともに、グローバル展開にも

耐え得る魅力的なシステムにするという視点である。韓国のＫｏｒｅａ

－ＩＰ Ｗａｖｅ戦略（知的財産行政の韓流拡大）等にみられるように

各国の知財システムは国際的なサービス競争に晒されている。こうした

知財システムの国家間競争が繰り広げられるなか、海外からユーザーや

イノベーション投資を呼び込むとともに、我が国知財システムをグロー

バルに展開するためには、我が国の知財システム自体を、新興国をはじ

め各国が模範にしたいと考えるような魅力的なものにする必要がある。

よって、産学官一体となって世界に拡散する有用な知から新たな知を産

み出し、それを経済的価値につなげることで豊かな社会を築くというプ

ロイノベーション政策を推進するための原動力となるような知財システ

ムを構築するという視点からの検討を行う必要がある。 

さらに、我が国の企業が激しい国際競争を勝ち抜くためには、グロー

バル市場でのビジネスを見据えた事業戦略的な知財マネジメントを構

築・実践していく必要がある。したがって、世界を舞台に活躍できるグ

ローバル知財人財の育成・確保という視点からの検討も必要不可欠であ

る。 

 

（中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援） 

中小・ベンチャー企業は、革新的な技術の創造の担い手として、また

地域経済の担い手として我が国の産業競争力の源泉をなす存在であり、

その事業活動の活性化は日本経済の成長と発展のために必要不可欠であ

る。 

一方で、グローバル経済の到来により、中小・ベンチャー企業も激し

い国際競争に晒されており、今後さらなる飛躍・発展を遂げるためには、

自らの事業に即した知財戦略を構築して、優れた知的財産を活用しつつ

グローバル市場を見据えた事業活動を推進していくことが重要である。 

しかし、これまで様々な支援策を講じてきたにもかかわらず、未だ我 

が国の中小・ベンチャー企業の多くは、資金や人財の不足等により、優
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れた知的財産を保有していながらもそれを十分にビジネスに活用でき

ていないのが現状である。 

グローバル市場における競争が非常に速いスピードで激しさを増し

ていることを考慮すると、一刻も早く我が国の中小・ベンチャー企業が

自身の事業戦略に即した適切な知財マネジメントを実践できるように

する必要がある。 

こうした状況を踏まえ、政府一丸となって、中小・ベンチャー企業の

知財活動を個々の状況に応じてきめ細かに支援する体制を抜本的に強

化すること、及び、中小・ベンチャー企業の知財活動に対するインセン

ティブを一層高めることについて検討する必要がある。 
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第１． 産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築 

 

１．企業の海外での事業活動を支えるグローバル知財システムの構築 

 

（１）海外における知財権取得支援（日本企業がアジア新興国等において

日本と同様の感覚で知的財産権を取得できる環境の構築） 

 

【施策例】（注：以下、「短期」とは１～２年、「中期」とは３～４年で実施

する事項。） 

 

（特許庁審査官のアジア新興国知財庁への派遣） 

・ 現在、先進国を中心に実施している短期審査官派遣（国際審査官

協議）の対象国を拡大し、アジア新興国との間で順次国際審査官

協議を開始する。（短期）（経済産業省） 

・ アジア新興国に対し、我が国特許庁の審査官の長期派遣及び知財

システム整備によりアジア新興国知財庁の審査能力向上に向けた

支援を実施する。（短期・中期）（経済産業省） 

・ 我が国企業のニーズや相手国との交渉状況等を踏まえ、どの国に

相当規模の審査官を派遣するかという点や、審査官長期派遣の具

体的なスキームについて検討し、結論を得る。（経済産業省）（短

期・中期） 

（知財システムのグローバル展開に向けた基盤整備） 

・ 日本における最終的な権利化までの期間を含む審査の迅速化を進

めるとともに、審査の質の維持・向上を行って、質の高い審査結

果を海外へ早期に発信する。（短期）（経済産業省） 

・ 国際特許出願について、現在我が国が国際調査を管轄する国は日

本、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポールの６か国

であるところ、日本特許庁の審査結果のグローバル発信力を一層

強化するため、アジア諸国を始めとして国際調査を管轄する国の

拡大を推進する。これらの国や国内からの英語による国際特許出

願に対し、英語での審査結果の発信を強化する。（短期・中期）（経

済産業省） 

・ 諸外国における日本の審査実務に対する理解を深め、新興国の知

財制度整備に資するよう、他国の実務者の利便性向上という観点

から、我が国特許庁の審査基準のポイントを明確化し、英語化し

て世界に発信する。（短期・中期）（経済産業省） 

・ 日本における審査結果通知書の記載様式（拒絶理由通知書等の様 

式）を提供し、アジア新興国における共通の審査結果通知書の記
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載様式を作成するための協議を進める。（短期・中期）（経済産業

省） 

・ 審査官派遣先アジア新興国において我が国と同様の審査結果が出

せるように、先行技術調査のための検索環境整備の在り方につい

て、他国や国際機関の検索システムが既に浸透している国もある

ことを踏まえた上で検討を行う。（短期）（経済産業省） 

・ 審査官派遣先アジア新興国において我が国と同様の審査結果が出

せるように、関連する出願の他国審査結果情報を一括して取得す

るための審査用情報システムを整備する。（短期・中期）（経済産

業省） 

・ 新興国等の知財インフラ整備を進めるため、新興国等に影響力を

有するＷＩＰＯとも密に連携し、ＷＩＰＯジャパン・ファンド事

業等を通じた人材育成支援、専門家派遣や各国知的財産庁の情報

化支援を一層積極的に推進する。（短期）（経済産業省） 

（日本特許庁の審査体制の強化） 

・ アジア新興国への審査官派遣、現地の知財制度整備の支援、日本

における最終的な権利化までの期間を含む審査の迅速化、審査の

質の維持・向上のため、任期付審査官の維持・確保を含めた審査

体制の強化を図る。（短期）（経済産業省） 

 

（２）海外における知財活動支援（アジア新興国等における知財権に基づ

くエンフォースメント等の支援体制の強化） 

 

【施策例】 

 

（在外における現地サポート体制の強化） 

・ 中小・ベンチャーをはじめとする企業の海外事業展開の総合的支

援強化の一環として、特許庁、ＩＮＰＩＴ、ジェトロ等関係機関

の連携により、海外における知財の権利化から活用までを一気通

貫で支援する環境を充実する。特に、現地での知財エンフォース

メント支援や日本ブランド推進関連支援を一層充実させるため、

弁理士や企業ＯＢ等の活用も視野に入れ、大使館やジェトロ等の

在外における支援体制強化を検討し、結論を得る。（短期・中期）

（経済産業省、外務省） 

・ 海外の模倣品対策を強化するため、模倣品被害を受けている企業

が行う現地侵害調査の支援事業の更なる活用を促す方策を検討す

るとともに、必要に応じて支援の拡充を図る。（短期・中期）（経

済産業省） 
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（アジア新興国の著作権制度の環境整備） 

・ 著作権制度の環境整備を進めるため、アジア新興国のニーズや制

度の整備状況を踏まえ、著作権の集中管理制度の整備、人財育成、

普及啓発活動に対する支援を一層推進する。（短期・中期）（文部

科学省） 

 

（３）知財活動の円滑化に向けた通商関連協定の活用 

 

【施策例】 

 

（経済連携協定、投資協定等の取組の強化） 

・ グローバルな企業活動を阻害する知的財産分野における国際的な

問題の解決を図るため、自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定

（ＥＰＡ）や投資協定などの二国間・多国間協定を通して、グロー

バルな企業活動を阻害する知的財産権分野における問題の解決・

改善を図る。具体的には、我が国産業界等の要望を踏まえつつ、

交渉相手国の知的財産制度の整備や実効的な法執行の確保等を促

し、また、ＴＲＩＰＳ協定等の規定を上回る水準の知的財産の保

護が達成されるよう、積極的に働きかける。（短期・中期）（外務

省、経済産業省、農林水産省、文部科学省） 

（ロイヤリティの課題の取り扱い） 

・ 技術ライセンス契約に係るロイヤリティ料率、ロイヤリティの送

金の不当な制限等、現在発生している問題について産業界の対応

や関心を踏まえつつ、今後の通商交渉等における議題とすること

を検討する。（短期・中期）（外務省、経済産業省） 

 

２．国際的な知財の制度間競争を勝ち抜くための基盤整備 

 

（１）職務発明制度の在り方 

 

【施策例】 

 

（職務発明制度の在り方） 

・ 職務発明制度の在り方に係る整理にあたっては、国内外の運用状

況に関する分析結果や、産業構造や労働環境が大きく変化してい

る状況も踏まえつつ、以下のような観点から検討し、結論を得る。

（短期・中期）（経済産業省） 

・発明者に対する支払いの予見性を高める観点 
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・発明者への支払いが発明の譲渡に対する対価と考えるべきか、

追加的な報酬と考えるべきかという観点 

・従業者の報酬については一般的には労働法で規定されていると

ころ、発明の対価に関しては職務発明規定として特許法で規定さ

れていることから、労働法の視点からも職務発明制度について整

理する観点 

・グローバルな制度調和の観点 

・発明者にとって魅力ある制度・環境の提供という観点 

（大学等の学生の発明の適切な取扱いの促進） 

・ 職務発明以外の自由発明（雇用関係にない学生の発明等）に関し、

大学等における発明に対する取組の実態を調査し、その情報を周

知することで、適切な取り扱いを促進させる。（短期）（経済産業

省） 

 

（２）審査基盤の整備 

 

【施策例】 

 

（審査体制の整備、強化） 

・ 日本における最終的な権利化までの期間を含む審査の迅速化、審

査の質の維持・向上、アジア新興国への審査官派遣、現地の知財

制度整備の支援のため、任期付審査官の維持・確保を含めた審査

体制の強化を図る。（短期）（経済産業省） 

・ 審査官派遣先アジア新興国において我が国と同様の審査結果が出

せるように、先行技術調査のための検索環境整備の在り方につい

て、他国や国際機関の検索システムが既に浸透している国もある

ことを踏まえた上で検討を行う。（短期）（経済産業省）【再掲】 

・ 中国語や韓国語を含む非日本語特許文献の比率が急速に高まる中

で、そうした外国語特許文献を日本語で検索可能な環境の整備を

促進する。（短期・中期）（経済産業省） 

・ 審査官派遣先アジア新興国において我が国と同様の審査結果が出

せるように、関連する出願の他国審査結果情報を一括して取得す

るための審査用情報システムを整備する。（短期・中期）（経済産

業省）【再掲】 

（事業戦略に対応するタイムリーな権利保護） 

・ 企業がイノベーションを円滑に事業化できるよう、企業の事業展

開のタイミングに合わせて事業に関する複数分野の特許出願、意

匠出願、商標出願を一括して審査・権利化する、事業戦略に対応
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したまとめ審査を開始する。（短期）（経済産業省） 

 

（３）営業秘密の保護 

 

【施策例】 

 

（営業秘密に関する海外の調査・研究） 

・ 営業秘密侵害の立証負担軽減（特に国外での使用・開示の証明等）、

営業秘密侵害行為により不正に製造された商品のグローバル流通

の防止などの日本における営業秘密保護の取組み促進のために、

営業秘密保護に関する具体的課題、米国での水際措置などの海外

の制度や動向、海外の機関（例えば、米国の「ＯＳＡＣ」、「ＯＮ

ＩＣＸ」、韓国の「営業秘密保護センター」など）の取組などにつ

いて、調査・研究を実施する。（短期）（経済産業省） 

（営業秘密保護に関する官民フォーラムなどの場の準備） 

・ 日本における技術・営業秘密保護のための取組を促進するために、

米国の「ＯＳＡＣ」、「ＯＮＩＣＸ」などの諸外国の取組等を参考

にしながら、官民フォーラムの場などで産業界と政府が一体と

なって営業秘密保護に関する情報共有・検討などを行うための準

備を開始する。（短期）（内閣官房、経済産業省、他） 

（企業・大学等の営業秘密管理の強化支援） 

・ 人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果等を踏まえ、営業

秘密の管理について基本的対策がとれていない企業（特に中小企

業）・大学等への早急な支援として、既存の指針・ガイドライン（営

業秘密管理指針など）の内容の一層の周知徹底を実施する。（短期）

（経済産業省） 

・ 人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果を踏まえ、営業秘

密の管理について基本的対策がとれていない企業（特に中小企業）

への早急な支援として、事例を集めた理解しやすいパンフレット

の作成とこれを用いた周知活動を実施する。（短期）（経済産業省） 

 

（４）適切な権利行使の在り方 

 

【施策例】 

 

（権利行使の在り方） 

・ 権利行使の実態の調査や、国内外における裁判例や議論等を踏ま

え、適切な権利行使の在り方について引き続き検討する。（短期）
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（経済産業省） 

・ 標準必須特許に係る差止請求権の制限やＲＡＮＤ条件の取り扱い

に関する国際ルールの形成に積極的に関与する。（短期・中期）（経

済産業省、総務省） 

（標準必須特許に関する適切な権利付与の在り方） 

・ 標準必須特許に関して、より適切な権利付与を実現するため、現

在、特許審査における審査資料としての取扱いが明確化されてい

ない国際標準化機関への提案文書等の取扱いについて検討する。

（短期・中期）（経済産業省） 

 

（５）紛争処理機能の強化 

 

【施策例】 

 

（紛争処理機能の在り方の検討） 

・ 知財紛争がグローバル化していることを踏まえ、当事者間の和解、

裁判外紛争解決、特許庁、裁判所等の知財紛争処理システム全体

について、他国における制度等の調査を行う。（短期）（法務省・

経済産業省） 

（訴訟結果のグローバル発信力の充実） 

・ 産業界より知財分野でアジアにおける我が国司法のプレゼンスの

向上を図る事が求められていることを踏まえ、知的財産高等裁判

所による訴訟結果のグローバル発信の充実が引き続き行われるこ

とを期待する。 

 

（６）国際標準化・認証への取組の強化 

 

【施策例】 

 

（特定戦略分野における国際標準化戦略の推進） 

・ 特定戦略分野（市場の規模・成長性、分野の広がり、我が国の優

位性、国際標準化の意義といった事項を踏まえて選定）における

国際標準化戦略について、関係者による自律的な取組を推進する。

（短期・中期）（内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労

働省、経済産業省、国土交通省、環境省） 

（諸外国との連携による戦略的な国際標準化活動の推進） 

・ アジア地域の成長性を我が国に取り込み、我が国産業の国際競争

力を強化するべく、国際標準化・認証の分野におけるアジア地域
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との連携を強化する。（短期・中期）（経済産業省、総務省） 

・ また、米国等の先進諸国との間においても、エネルギー環境技術

等の分野における連携を強化し、共同研究等を通じた国際標準の

確立を目指す。（短期・中期）（経済産業省） 

（国際標準化活動に関する財政支援） 

・ 国際標準化機関における標準化活動への参画を促進するため、民

間の活動状況を踏まえた上で、財政的支援を強化する。(短期・中

期）（経済産業省、総務省） 

（先端技術及びインフラ関連技術に関する認証体制の整備・強化） 

・ 我が国産業の国際競争力強化のため、先端技術（ロボット、ＬＥ

Ｄ照明等）分野及びインフラ関連技術（スマートグリッド、大型

風力発電等）分野における認証体制の整備・強化に関し、海外の

認証機関との提携・連携も含めて、その在り方を検討する。その

際には、特に安全・安心を始めとする性能に関する分野において、

認証機関自らもその認証の対象となる国際標準の策定に関与し、

当該認証機関の技術力を活かしたよりイノベーティブな標準の策

定を支援していくことも検討する。(短期・中期）（経済産業省、総

務省） 

（中小・ベンチャー企業への支援） 

・ 我が国産業を支える意欲ある中小・ベンチャー企業に対し、その

グローバル展開を支援するため、国際標準化・認証に関する情報

提供・啓発を推進する。（短期・中期）（経済産業省、総務省） 

（政府職員に対する研修） 

・ 各産業分野に関係する政府職員を主な対象として、関係府省等の

協力を得ながら、国際標準化も含めた知的財産マネジメント戦略

についての研修を実施する。（短期・中期）（内閣官房） 

（知財マネジメント人財の育成） 

・ 我が国産業の国際競争力強化のためには、事業戦略、知的財産、

国際標準化・認証の専門家のみならず、これらの複数の領域に渡

る知見を持つ人財が必要であるところ、海外や国内の先進業界に

おける国際標準化を含む知的財産マネジメント戦略に関する事例

や教訓について取りまとめ、中小企業を含む企業の経営層や知的

財産、国際標準化・認証の専門家等を対象に、普及・啓発活動を

推進する。また、必要に応じてセミナー等を開催する。（短期・中

期）（経済産業省） 

（標準必須特許に基づく権利行使の在り方） 

・ 標準必須特許に係る差止請求権の制限やＲＡＮＤ条件の取り扱い

に関する適切な国際ルールの形成に積極的に関与する。（短期・中
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期）（経済産業省、総務省）【再掲】 

（標準必須特許に関する適切な権利付与の在り方） 

・ 標準必須特許に関して、より適切な権利付与を実現するため、現

在、特許審査における審査資料としての取扱いが明確化されてい

ない国際標準化機関への提案文書等の取扱いについて検討する。

（短期・中期）（経済産業省）【再掲】 

 

（７）産学連携機能の強化 

 

【施策例】 

 （産学連携機能評価の促進） 

・ 産学官連携活動の評価指標を大学・ＴＬＯ等の機関が積極的に活

用し、その評価結果に基づき、各機関が自らＰＤＣＡを回すこと

で、知の掘り起こしや実用化への取組を高めることが重要。その

取組を促進させるために、大学・ＴＬＯ等の評価結果の公表を促

すとともに、 産学連携活動の評価などに関するモデル拠点を創出

する。（短期・中期）（文部科学省・経済産業省） 

（知的財産の流通促進を支援する専門人財の確保） 

・ 国内における企業や大学等が保有する他社に開放可能な知的財産

をより効果的に活用するため、グローバル展開も含めて知的財産

の流通促進を支援する専門人財の確保を検討する。（短期）（経済

産業省） 

 

３．グローバル知財人財の育成・確保 

 

（１）世界で戦えるグローバル知財人財の育成 

 

【施策例】 

（世界を舞台に活躍できる知財人財等を育成するための場の整備） 

・ 世界を舞台に活躍できるグローバル知財人財や、経営層も含む知

財マネジメント人財を育成するためには、諸外国の様々な知財情

報、知財に関する法律的な知識、事業戦略と連携した知財戦略に

関する知見やノウハウを包括的に提供できる場が必要である。我

が国においても、民間セクターの協力を得ながら政府機関が中心

となって世界を舞台に活躍できる知財人財等を育成するための場

の整備に向けて、米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）などの取組につ

いて調査を開始する。（経済産業省）（短期） 

（事業戦略的な知財マネジメントの研究・分析結果の利用促進） 
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・ 知財人財育成に関する協議会に対し、知財マネジメントを研究・

分析する場において研究・分析された情報を広く共有し各種研修

内容に反映させるように促す。（短期・中期）（経済産業省） 

（知財マネジメントを研究・分析する場との連携強化） 

・ 知財人財育成に関する協議会に対し、知財マネジメントを研究・

分析する場において研究・分析された情報に基づき実施された研

修結果を取り纏めるとともに、教育の立場から知財マネジメント

の研究・分析する場に対して今後研究・分析すべきテーマ等の情

報をフィードバックすることを促し、知財マネジメントを研究・

分析する場との連携強化を図り、引き続き日本の国際競争力強化

の観点から事業戦略に資する質の高い知財マネジメントの研究・

分析を行う。（短期・中期）（経済産業省） 

（アセアンへの日本の審査システムの展開を行うための人財の育成） 

・ 英語に強く、かつ日本の審査基準を始めとする審査システムをサ

ポートできる人財を育成する。（短期・中期）（経済産業省） 

（アセアンの知財制度を深く理解する人財の育成） 

・ アセアンの知財情報を収集・分析し、制度・運用・分類の調和の

推進や、企業の海外展開の支援のため、アセアンの知的財産法を

始めとする経済法や知的財産制度の運用に詳しい人財を育成する。

（短期・中期）（経済産業省） 

（アセアンの知財システムの整備を支援する人財の育成・確保） 

・ アセアンに適切な知財システムの整備を実現するために、アセア

ンの知財制度や機械化状況に詳しい人財を育成・確保する。（短

期・中期）（経済産業省） 

（中小・ベンチャー企業の総合的支援の強化） 

・ 知財総合支援窓口において、中小・ベンチャー企業の多様化する

ニーズに応じ、グローバル展開、著作権、不正競争防止法等に関

する相談機能を強化し、中小・ベンチャー企業の総合的知財マネ

ジメントのサポートの質を高める。（短期・中期）（経済産業省） 

（中小・ベンチャー企業や、金融機関を含む中小・ベンチャー企業支援

者の知財マインド向上のための取組） 

・ 中小企業経営層、金融機関、税理士・中小企業診断士に対する事

業視点の知財啓発に向けて、知的財産権の制度の概要や実務上必

要な諸制度についての説明会を、ニーズを踏まえた充実化を図り

つつ、実施する。（短期）（経済産業省） 

（知的財産の流通促進を支援する専門人財の確保） 

・ 国内における企業や大学等が保有する他社に開放可能な知的財産

をより効果的に活用するため、グローバル展開も含めて知的財産
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の流通促進を支援する専門人財の確保を検討する。（短期）（経済

産業省）【再掲】 

（中小・ベンチャー企業に対する国際標準化・認証に関する啓発） 

・ 我が国産業を支える意欲ある中小・ベンチャー企業に対し、その

グローバル展開を支援するため、国際標準化・認証に関する情報

提供・啓発を推進する。（短期・中期）（経済産業省）【再掲】 

（国際標準化も含めた知的財産マネジメント人財の育成） 

・ 我が国産業の国際競争力強化のためには、事業戦略、知的財産、

国際標準化・認証の専門家のみならず、これらの複数の領域に渡

る知見を持つ人財が必要であるところ、海外や国内の先進業界に

おける国際標準化を含む知的財産マネジメント戦略に関する事例

や教訓について取りまとめ、中小企業を含む企業の経営層や知的

財産、国際標準化・認証の専門家等を対象に、普及・啓発活動を

推進する。また、必要に応じてセミナー等を開催する。（短期・中

期）（経済産業省）【再掲】 

 

 

第２．中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援 

 

中小・ベンチャー企業に対するきめ細かな知財活動支援 

 

（１）中小・ベンチャー企業のグローバル展開支援体制の整備 

 

【施策例】 

 

（中小・ベンチャー企業のグローバル展開支援の推進） 

・ 中小・ベンチャーをはじめとする企業の海外事業展開の総合的支

援強化の一環として、特許庁、ＩＮＰＩＴ、ジェトロ等関係機関

の連携により、海外における知財の権利化から活用までを一気通

貫で支援する環境を充実する。特に、現地での知財エンフォース

メント支援や日本ブランド推進関連支援を一層充実させるため、

弁理士や企業ＯＢ等の活用も視野に入れ、大使館やジェトロ等の

在外における支援体制強化を検討し、結論を得る。（短期・中期）

（経済産業省、外務省）【再掲】 

・ 海外展開に必要な知財関連情報を集積したデータバンクの内容を、

新興国の知財関連情報を中心に拡充する。（短期）（経済産業省） 

（中小・ベンチャー企業の外国出願費用に係る支援の拡大） 

・ 中小・ベンチャー企業にとって負担が大きい外国出願費用に係る
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支援を拡大する。（短期）（経済産業省） 

（海外知財プロデューサー事業の体制強化） 

・ 今後、グローバル展開がさらに盛んになり、中小・ベンチャー企

業のグローバル展開に際する知財面の支援が重要性を増すことに

鑑み、海外知財プロデューサー事業の体制強化について検討し、

必要な措置を講じる。（短期・中期）（経済産業省） 

（在外における現地サポート体制の強化） 

・ 海外の模倣品対策を強化するため、模倣品被害を受けている企業

が行う現地侵害調査の支援事業の更なる活用を促す方策を検討す

るとともに、必要に応じて支援の拡充を図る。（短期・中期）（経

済産業省）【再掲】 

 

（２）中小・ベンチャー企業に対する料金減免サービス拡充の検討 

 

【施策例】 

 

（中小・ベンチャー企業に対する料金減免制度の見直し） 

・ 平成２４年４月の減免制度拡充による効果の検証を行い、その後、  

その検証結果に加え、これまでに行ってきた様々な減免制度拡充

等の効果や中小企業等の知財戦略を含むイノベーション戦略に関

するニーズ等を踏まえ、中小企業等のイノベーションの促進に資

する減免制度の在り方について、検討を進める。（短期）（経済産

業省） 

 

（３）知財マーケットの活性化（未利用特許等の効果的活用） 

 

【施策例】 

 

（知的財産の流通促進を支援する専門人財の確保） 

・ 国内における企業や大学等が保有する他社に開放可能な知的財産

をより効果的に活用するため、グローバル展開も含めて知的財産

の流通促進を支援する専門人財の確保を検討する。（短期）（経済

産業省）【再掲】 

（開放特許情報データベースの多言語化） 

・ 海外からのビジネス拠点の誘致や積極的な投資を呼び込むという

視点から、開放特許情報データベースの多言語化の必要性につい

て検討する。（短期）（経済産業省） 
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（４）知財総合支援窓口機能の強化 

 

【施策例】 

 

（中小・ベンチャー企業の総合的支援体制の充実） 

・ 中小・ベンチャー企業が抱える様々な経営課題に対する総合的な

支援体制の構築に向け、知財総合支援窓口と、金融機関、商工会・

商工会議所、中小企業基盤整備機構、大学技術移転協議会をはじ

めとする関係機関との連携を強化する。（短期）（経済産業省） 

・ 知財総合支援窓口において、弁理士、弁護士、企業ＯＢを含む専

門家、海外知財プロデューサーを一層活用し、アジアを含む海外

知財情報を提供できる体制を整備する。（短期）（経済産業省） 

・ 知財総合支援窓口において、中小・ベンチャー企業の多様化する

ニーズに応じ、グローバル展開、著作権、不正競争防止法等に関

する相談機能を強化し、中小・ベンチャー企業の総合的知財マネ

ジメントのサポートの質を高める。（短期・中期）（経済産業省）【再

掲】 

 

（５）地域中小・ベンチャー企業の知財活動活性化 

 

【施策例】 

 

（審査官による地域中小・ベンチャー企業の知財活動への直接的支援策

の検討） 

・ 地域中小・ベンチャー企業の知財活動を活性化させるために、審

査官による知財の発掘や審査に係る面談等を、各地域において強

化する方策を検討する。（短期）（経済産業省） 

（中小・ベンチャー企業や、金融機関を含む中小・ベンチャー企業支援

者の知財マインド向上のための取組） 

・ 中小企業経営層、金融機関、税理士・中小企業診断士に対する事

業視点の知財啓発に向けて、知的財産権の制度の概要や実務上必

要な諸制度についての説明会を、ニーズを踏まえた充実化を図り

つつ、実施する。（短期）（経済産業省）【再掲】 

（各地域の状況に合わせた地域知財支援ネットワーク強化の推進） 

・ 各地域の経済産業局を中核として、地域知財支援ネットワークを

強化しつつ、各地域の状況に合わせた知財支援の在り方について

検討し、実施可能な取組から順次推進していく。（短期・中期）（経

済産業省） 
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（知財人財によるコンサルティングを促進するための環境整備） 

・ 中小・ベンチャー企業の知財マネジメントを経営の視点も含め総

合的に支援するためのネットワークを構築すべく、研修の場等を

通じて、弁理士と中小企業診断士との連携を強化する。（短期・中

期）（経済産業省） 

 


